
 

 

 

 

★セミナーの趣向・内容★ 

  公認 不動産コンサルティングマスターの方々に対する支援事業の一環として、以下の通り、実務セミ

ナーを開催致しますので、是非ご参加下さい。 

  尚、このセミナーは(公財)不動産流通推進センターから認定された研修会であり、５年間に３回受講

することにより、認定証の更新要件を満たします。 

更新要件の詳細については、(公財)不動産流通推進センターのホームページをご確認下さい。 

※１回の受講で更新要件を満たすセミナーとなる「専門教育講座」については令和２年３月３日に実施

予定です。 

詳細については後日案内します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度不動産コンサルティング実務セミナー開催！
（主催：愛知県不動産コンサルティング協議会） 

専門教育講座開催のご案内 

＜開講内容＞ 

日 時：令和元年１２月１８日（水）午後１時３０分～午後５時 

（受付は午後１時より開始） 

場 所：名古屋市公会堂 ４階ホール 名古屋市昭和区鶴舞１－１－３ 

受講資格：愛知・岐阜・三重の不動産コンサルティング技能登録者 

定 員：２５０名 

受 講 料：３，０００円（レジュメ代含む） 

申込締切：令和元年１２月１０日（火） 

～ お問合せ先 ～ 

愛知県不動産コンサルティング協議会（(公社)愛知県宅地建物取引業協会内） 

〒451-0031 名古屋市西区城西 5－1－14（愛知県不動産会館） 

TEL 052－522－2575  FAX 052－521－1838 

＜お申込みについて＞ 
１．受講料を下記にお振込み下さい。振込手数料は、各自にてご負担願います。 

金融機関：三菱ＵＦＪ銀行 浄心支店  普通預金 １４２６６４６ 

   口座名義：愛知県不動産コンサルティング協議会 TEL:052-522-2575 

２．裏面申込書に必要事項を記入し、ＦＡＸ（０５２－５２１－１８３８）にてご送信下さい。 

３．受講票は、開講日の約 1 週間前に発送する予定です。開講日前日までにお手元に届かない場

合は、お問合せ先までご連絡下さい。 

＜セミナー内容＞ 
第１部「不動産コンサルティングは難しくない！実践向けコンサルの入り口を解説します！」 

講 師：石田 正敏 氏  

合同会社不動産コンサル神戸 代表者 

 

第２部「福祉制度と不動産活用」  

   講 師：高野 朝琴 氏 

       株式会社コンサルタント 代表取締役 

     



申込日 令和    年    月    日 

 

令和元年度不動産コンサルティング実務セミナー 

＝ 受講申込書 ＝ 

【FAX返信用 ０５２－５２１－１８３８】 
 

※FAXにて申し込みをお願い致します。 

 

令和元年 12月 18日に開催される同講座の受講申し込みをします。 

尚、受講料 3,000円については下記の金融機関より振込みました。 

 

振込金融機関名                                             支店 

 

振込人名義                       振込日 令和   年   月   日 
 

ふ り が な  

受 講 者 氏 名 
 

技能登録番号  

住    所 

（受講票送付先） 

   
自宅 ・ 勤務先 ・ その他 （該当箇所に○をお付けください。） 

〒 

連絡先電話番号 
 

勤務先名・商号 
 

所 属 団 体 下記所属団体の番号に○をつけてください。 

 （愛知県不動産コンサルティング協議会構成団体）    （協力機関） 

１．愛知県宅地建物取引業協会                 ８．岐阜県宅地建物取引業協会 
２．全日本不動産協会愛知県本部                ９．三重県宅地建物取引業協会 
３．中部不動産協会             １０．全日本不動産協会岐阜県本部 
４．東海住宅産業協会             １１．全日本不動産協会三重県本部 
５．不動産流通経営協会中部支部             １２．その他 
６．不動産協会中部支部              (                               ) 
７．中京住宅産業協会                

【個人情報の取扱いについて】 
１．当協議会が受講希望者より提供を受けた個人情報（氏名、住所、電話番号等、個人を特定することのできる情報のことを言

います）は、お申し込みになった講習管理の他、当協議会が不動産コンサルティング中央協議会、及び（公財）不動産流通推

進センターに照会業務等の目的に使用します。 
２．お預かりした個人情報は、前項の目的以外は使用いたしません。また、ご本人の同意を得ずに第三者に提供することはあり

ません。但し、法令により開示する場合は除きます。 


